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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内刃（６）を支持するかみそりヘッド（４）に対して、外刃ホルダー（１０）が着脱自
在に装着してあり、
　外刃（１１）を保護するキャップ（Ｃ）が、かみそりヘッド（４）及び外刃ホルダー（
１０）に対して着脱自在に装着されており、
　キャップ（Ｃ）は、キャップ本体（１９）と、キャップ本体（１９）の内部に配置した
清掃用のブラシ（２０）とを備えており、
　かみそりヘッド（４）に、外刃ホルダー（１０）用の第１嵌合部（１２）と、外刃ホル
ダー（１０）に設けたキャップ（Ｃ）用の第２嵌合部（１７）とを設けてあり、
　キャップ本体（１９）が、第１嵌合部（１２）と第２嵌合部（１７）とに対して択一的
に装着できるように構成されており、
　キャップ本体（１９）の周壁には、洗浄水の出入りを許す通水口（２１）が開口されて
おり、
　通水口（２１）を開閉する蓋（２２）と、蓋（２２）を開放状態と閉じ状態とに切り換
え操作する蓋開閉具とが、キャップ本体（１９）に設けてある電気かみそり。
【請求項２】
　内刃（６）を支持するかみそりヘッド（４）に対して、外刃ホルダー（１０）が着脱自
在に装着してあり、
　外刃（１１）を保護するキャップ（Ｃ）が、かみそりヘッド（４）及び外刃ホルダー（
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１０）に対して着脱自在に装着されており、
　キャップ（Ｃ）は、キャップ本体（１９）と、キャップ本体（１９）の内部に配置した
清掃用のブラシ（２０）とを備えており、
　キャップ本体（１９）は、外刃ホルダー（１０）に装着されたときに外刃（１１）を保
護する防護位置と、かみそりヘッド（４）に装着されたときに清掃用のブラシ（２０）が
内刃（６）に外接する清掃位置とに装着姿勢を変更できるよう、かみそりヘッド（４）及
び外刃ホルダー（１０）に対して装着可能に構成されており、
　キャップ本体（１９）の周壁には、洗浄水の出入りを許す通水口（２１）が開口されて
おり、
　通水口（２１）を開閉する蓋（２２）と、蓋（２２）を開放状態と閉じ状態とに切り換
え操作する蓋開閉具とが、キャップ本体（１９）に設けてある電気かみそり。
【請求項３】
　蓋開閉具が、蓋（２２）の開閉動作に連動して往復変位する受動片（２６）と、受動片
（２６）ないし蓋（２２）を蓋閉じ方向へ変位付勢するばね部材（２７）と、受動片（２
６）をばね部材（２７）の付勢力に抗して蓋開放方向へ変位操作する操作具（２８）とを
含み、
　キャップ本体（１９）をかみそりヘッド（４）に装着した状態において、かみそりヘッ
ド（４）側の操作具（２８）で蓋（２２）が受動片（２６）を介して開放操作できるよう
に構成してある請求項１又は２記載の電気かみそり。
【請求項４】
　蓋（２２）および受動片（２６）は、一体に形成されていてキャップ本体（１９）に揺
動自在に支持されている請求項３記載の電気かみそり。
【請求項５】
　蓋（２２）および受動片（２６）は、一体に形成されていてキャップ本体（１９）に往
復スライド自在に支持されている請求項３記載の電気かみそり。
【請求項６】
　第１嵌合部（１２）は第２嵌合部（１７）より下方に設けられていて、キャップ本体（
１９）はかみそりヘッド（４）に対して、両嵌合部（１２・１７）の位置差寸法（ｈ）分
だけ深く係合可能であり、
　キャップ本体（１９）をかみそりヘッド（４）に装着した状態において、かみそりヘッ
ド（４）側の操作具（２８）で位置差寸法（ｈ）を利用して蓋（２２）が受動片（２６）
を介して開放操作できるように構成してある請求項３～５のいずれかに記載の電気かみそ
り。
【請求項７】
　かみそりヘッド（４）の突端に、横軸まわりに回転駆動される内刃（６）が設けられて
おり、
　キャップ本体（１９）に、ブラシ（２０）が内刃（６）の回転中心軸と平行な軸心まわ
りに回転自在に軸支されており、
　操作具（２８）が、内刃（６）を軸支するヘッドフレーム（５）の突端部（５ａ）であ
り、
　この突端部（５ａ）で受動片（２６）を介して蓋（２２）が開放操作される請求項３～
６のいずれかに記載の電気かみそり。
【請求項８】
　蓋開閉具が、キャップ本体（１９）に往復変位自在に支持されており、
　蓋開閉具が手動で切り換え操作されて、蓋（２２）を開放状態と閉じ状態とに切り換え
操作できる請求項１又は２記載の電気かみそり。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内刃を水洗い清掃する際に使用するクリーニング用のキャップに特徴を有する
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電気かみそりに関する。
【０００２】
【従来の技術】
内刃クリーニング時のキャップは、実開昭５７－１６６５０６号公報や実開昭５８－１７
４０６８号公報に公知である。いずれも、かみそりヘッドに圧嵌係合されるキャップの内
面にブラシを備えている。後者のキャップには、注水口と排水口とが設けてあって、内刃
を駆動しながらキャップ内に水を流し込んで水洗い清掃できる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記の水洗い式のキャップは、外刃用の保護キャップとは別部材であって、クリーニング
専用になっている。従って常態では、かみそりヘッドから取り外して、かみそり本体とは
別に収納保存される。そのため、キャップの所在を見失いやすい。このように、独立部品
化されたクリーニング専用のキャップは、必用時に使えない不便がある。
【０００４】
電気かみそりには外刃用の保護キャップが常装されているので、保護キャップがそのまま
クリーニング用に流用できれば、上記の不都合は解消できる。しかし、保護キャップは外
刃の保護機能以外に、毛屑の飛散防止機能をも要する。例えば、かみそりヘッドが下を向
いた状態で電源スイッチをオン操作すると、切断された毛屑が外刃から飛び散るので、こ
うした場合に毛屑の飛散を保護キャップで防ぐ必要がある。そのため、キャップの周壁に
通水用の窓や開口を形成できない。従って、単に保護キャップの内部にブラシを付加した
だけでは、これを水洗い式のクリーニングキャップに供し切れない。
【０００５】
クリーニング専用のキャップでは、外刃ホルダーを取り外したのち、外刃ホルダーの嵌合
構造をそのまま利用して、かみそりヘッドに装着する。これに対して保護キャップの場合
には、外刃ホルダーを装着した状態のままでかみそりヘッドに装着する。つまり、クリー
ニング用のキャップと保護キャップとでは、それぞれの開口内縁に設けられる嵌合構造に
違いがあるため、保護キャップをクリーニング用のキャップとして直ちに流用できる訳で
はない。
【０００６】
本発明の目的は、水洗いクリーニング用のキャップ機能と外刃保護用のキャップ機能とを
兼ね備えており、かみそりヘッドに常時装着した状態で保管できるし、必要時には内刃を
駆動しながら水洗い清掃をすることもできるクリーニング用キャップ付き電気かみそりを
提供することにある。本発明の目的は、外刃ホルダーを取り外した後、キャップをかみそ
りヘッドに装着すると、キャップの通水口が自動的に開放できて取り扱いに便利な電気か
みそりを得るにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、図２に示すごとく、内刃６を支持するかみそりヘッド４に対して、外刃ホル
ダー１０が着脱自在に装着してあり、別に外刃１１を保護するキャップＣが、かみそりヘ
ッド４及び外刃ホルダー１０に対して着脱自在に装着してある電気かみそりを対象とする
。そのキャップＣは、キャップ本体１９と、キャップ本体１９の内部に配置した清掃用の
ブラシ２０とを備えている。かみそりヘッド４には、外刃ホルダー１０用の第１嵌合部１
２と、外刃ホルダー１０に設けたキャップＣ用の第２嵌合部１７とを設けてある。キャッ
プ本体１９は、これら第１嵌合部１２と第２嵌合部１７とに対して択一的に装着できるよ
うになっている。キャップ本体１９の周壁には、図１に示すごとく洗浄水の出入りを許す
通水口２１を開口し、この通水口２１を開閉する蓋２２と、蓋２２を開放状態と閉じ状態
とに切り換え操作する蓋開閉具とが、キャップ本体１９に設けたものとなっている。
【０００８】
　本発明の別の電気かみそりは、図８に示すように、内刃６を支持するかみそりヘッド４
及び外刃ホルダー１０に対して、外刃ホルダー１０が着脱自在に装着してあり、外刃１１
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を保護するキャップＣが、かみそりヘッド４及び外刃ホルダー１０に対して着脱自在に装
着されている。キャップＣは、キャップ本体１９と、キャップ本体１９の内部に配置した
清掃用のブラシ２０とを備えている。キャップ本体１９は、外刃ホルダー１０に装着され
たときに外刃１１を保護する防護位置と、かみそりヘッド３４に装着されたときに清掃用
のブラシ２０が内刃６に外接する清掃位置とに装着姿勢を変更できるよう、かみそりヘッ
ド４及び外刃ホルダー１０に対して装着可能に構成される。キャップ本体１９の周壁には
、洗浄水の出入りを許す通水口２１を開口する。通水口２１を開閉する蓋２２と、蓋２２
を開放状態と閉じ状態とに切り換え操作する蓋開閉具とは、キャップ本体１９に設ける。
【０００９】
蓋開閉具は、図１に示すごとく蓋２２の開閉動作に連動して往復変位する受動片２６と、
受動片２６ないし蓋２２を蓋閉じ方向へ変位付勢するばね部材２７と、受動片２６をばね
部材２７の付勢力に抗して蓋開放方向へ変位操作する操作具２８とを含む。第１嵌合部１
２は第２嵌合部１７より下方に設けて、キャップ本体１９は、かみそりヘッド４に対して
両嵌合部１２・１７の位置差寸法ｈ分だけ深く係合できるようにする。そして、キャップ
本体１９をかみそりヘッド４に装着した状態において、かみそりヘッド４側の操作具２８
で位置差寸法ｈを利用して蓋２２が受動片２６を介して開放操作できるようにすることが
できる。
【００１０】
蓋２２および受動片２６は一体に形成して、キャップ本体１９に揺動自在に又は往復スラ
イド自在に支持することができる。また、第１嵌合部１２を第２嵌合部１７より下方に設
けて、キャップ本体１９をかみそりヘッド４に対して、両嵌合部１２・１７の位置差寸法
ｈ分だけ深く係合可能とする。これによりキャップ本体１９をかみそりヘッド４に装着し
た状態において、かみそりヘッド４側の操作具２８で位置差寸法ｈを利用して蓋２２が受
動片２６を介して開放操作できるように構成する。
【００１１】
かみそりヘッド４の突端に、横軸まわりに回転駆動される内刃６を設け、キャップ本体１
９にブラシ２０を内刃６の回転中心軸と平行な軸心まわりに回転自在に軸支する。内刃６
を軸支するヘッドフレーム５の突端部５ａを操作具２８に利用し、この突端部５ａで受動
片２６を介して蓋２２を開放操作できるようにする。
【００１２】
蓋開閉具としては、図１０に示すごとくキャップ本体１９に往復変位自在に支持し、以て
蓋開閉具を手動で切り換え操作することにより、蓋２２を開放状態と閉じ状態とに切り換
え操作できるようにすることができる。
【００１３】
【作用】
キャップ本体１９は、外刃ホルダー１０とかみそりヘッド４とに対して択一的に装着でき
、通水口２１を開閉するための蓋２２は蓋開閉具で開閉切り換えできるようにしたので、
キャップＣを外刃ホルダー１０に装着した状態においては、通水口２１を蓋２２で閉止し
ておける。キャップＣをかみそりヘッド４に装着した状態においては、通水口２１を開放
できる。キャップ本体１９をかみそりヘッド４に対して、防護位置と清掃位置とに装着姿
勢を変更できるようにしたキャップＣにおいても、同様に外刃１１の保護と、水洗い時の
キャップ機能を兼ねることができる。
【００１４】
キャップ本体１９をかみそりヘッド４に装着して、その内面に設けたブラシ２０を内刃６
に外接させるときの動作を利用して、受動片２６をばね部材２７の付勢力に抗して切り換
え操作すると、キャップＣをかみそりヘッド４に装着するだけで、蓋２２が自動的に開放
し、キャップＣをかみそりヘッド４から取り外す動作に連動して、通水口２１を蓋２２で
閉止できる。
【００１５】
蓋２２および受動片２６がキャップ本体１９に揺動自在に支持されていると、蓋２２がキ



(5) JP 4492829 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

ャップ本体１９の周壁に対して内外に揺動して通水口２１を開閉するので、通水口２１の
周囲壁と蓋２２との間に毛屑が詰まって、蓋２２が開閉し難くなるのを一掃できる。
【００１６】
キャップ本体１９に蓋２２および受動片２６を往復スライド自在に支持してあると、蓋２
２および受動片２６がキャップ本体１９の外面に突出するのを阻止できるので、通水口２
１を開放した状態において、キャップＣが落下衝撃を受けるような場合にも、蓋２２や受
動片２６が破損するのを防止できる。
【００１７】
第１嵌合部１２と第２嵌合部１７とを上下段違い状に設け、両者の位置差寸法ｈの分だけ
キャップ本体１９がかみそりヘッド４に対して深く係合されることを利用して蓋２２を開
放操作すると、水洗いを行う毎に蓋２２を開閉する手間を省いて、キャップＣの使い勝手
を向上できる。
【００１８】
横軸まわりに回動する内刃６を備えている電気かみそりにおいては、ブラシ２０を回転自
在に軸支しておくことによって、ブラシ２０が内刃６とは逆向きに連れ回りし、内刃６の
清掃をより効果的に行える。内刃６を軸支するヘッドフレーム５の一部を操作具２８に利
用して、これで受動片２６を介して蓋２２を開放操作すると、かみそりヘッド４に受動片
２６を操作するための構造を付加する必要がなく、その分だけ安価に製造できるうえ、既
存の電気かみそりにもキャップＣを支障なく適用できる。
【００１９】
図１０に示すごとく蓋開閉具を手動で切り換え操作して、蓋２２を開閉するキャップＣに
よれば、蓋開閉具の構造を簡素化して、その分だけキャップＣの製造コストを抑止するこ
とができる。
【００２０】
【実施例】
図１ないし図４は本発明に係る電気かみそりの第１実施例を示す。図２において、電気か
みそりは、モータ１や電池２などを収容する本体部３を有し、左右幅が前後幅よりも大き
い本体部３の上方にかみそりヘッド４が突設されている。かみそりヘッド４の上半側には
Ｈ字形のヘッドフレーム５を設け、これで内刃６を横軸まわりに回転可能に支持している
。ヘッドフレーム５の左右の一方の腕と、かみそりヘッド４の内部とには、モータ１の回
転動力を内刃６に伝えるギヤ伝動機構７を備えている。本体部３の一側には、モータ起動
用のスイッチノブ８を有する。
【００２１】
かみそりヘッド４に対して外刃ホルダー１０が着脱自在に装着される。さらに、外刃ホル
ダー１０に対してキャップＣが着脱自在に装着できる。外刃ホルダー１０の上部内面には
外刃１１がアーチ状に装着してある。外刃ホルダー１０をかみそりヘッド４に装着すると
、外刃１１が内刃６に接する。
【００２２】
かみそりヘッド４に外刃ホルダー１０を装着した状態を維持するために、かみそりヘッド
４の基端には突起状の第１嵌合部１２を設け、かみそりヘッド４の左右両側面にロック爪
１３を設ける。第１嵌合部１２は、外刃ホルダー１０の下端開口に設けた連結穴１４と実
質的に同一の断面形状に形成してある。従って、連結穴１４を第１嵌合部１２に外嵌する
と、かみそりヘッド４に外刃ホルダー１０をぐらつきなく支持できる。
【００２３】
ロック爪１３は、かみそりヘッド４に出没可能に組み込まれていて、外方へ突出する向き
に図外のばねで進出付勢してある。外刃ホルダー１０をかみそりヘッド４に装着した状態
においては、ロック爪１３が外刃ホルダー１０に設けた係合爪１５と係合して、外刃ホル
ダー１０が不用意にかみそりヘッド４から抜け出るのを阻止する。係合爪１５は内外方向
に揺動自在であり、係合爪１５を内方へ押し込み操作すると、ロック爪１３がばねに抗し
てヘッド内へ退入するので、この状態でのみ外刃ホルダー１０をかみそりヘッド４から取
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り外すことができる。
【００２４】
図３および図４においてキャップＣは、常態において外刃ホルダー１０に外嵌装着されて
外刃１１を保護し、さらに誤ってスイッチノブ８をオン操作した場合等に、切断された毛
屑が外刃１１から飛び散るのを防ぐ。必要時には、キャップＣを外刃ホルダー１０に代え
てかみそりヘッド４に装着し、水洗い清掃用に供することができる。
【００２５】
外刃ホルダー１０にキャップＣを装着した状態において、キャップＣをぐらつきなく支持
するために、外刃ホルダー１０の下端開口縁寄りの外側には、第２嵌合部１７を全周にわ
たって設ける。すなわち外刃ホルダー１０には、図２に示すごとく先の連結穴１４を囲む
基端周壁１８の上縁に段落ち部を設け、この段落ち部を含む上方が第２嵌合部１７に設定
してある。
【００２６】
キャップＣは、下向きに開口するキャップ本体１９と、キャップ本体１９の上方内奥に配
置した清掃用のブラシ２０と、キャップ本体１９の前後面壁に開口した一対の通水口２１
と、各通水口２１を開閉する蓋２２と、蓋２２を開閉操作する蓋開閉具などで構成されて
いる。
【００２７】
キャップＣは外刃ホルダー１０に装着できるし、外刃ホルダー１０に代えてかみそりヘッ
ド４にも装着できる。そのために、キャップ本体１９の開口内面には、外刃ホルダー１０
の第２嵌合部１７に密接嵌合する装着穴２３を設ける。さらに、かみそりヘッド４に設け
た第１嵌合部１２と、外刃ホルダー１０の第２嵌合部１７とを実質的に共通形状にして、
キャップ本体１９の装着穴２３を両嵌合部１２・１７のいずれにでも装着できるようにし
てある。
【００２８】
キャップ本体１９をかみそりヘッド４に装着した状態においては、図４に示すごとくキャ
ップ本体１９を外刃ホルダー１０に装着した場合に比べて、両嵌合部１２・１７の上下方
向の位置差寸法ｈの分だけ、キャップ本体１９をかみそりヘッド４に対して深く係合でき
、この装着位置の差を利用して蓋２２を蓋開閉具で開放操作する。なお、位置差寸法ｈは
、基端周壁１８の上下高さ寸法に一致している。
【００２９】
ブラシ２０は、ねじり合わされた数本のステンレス線材の間にブラシ毛の一群を挟持して
円柱状に形成してあり、ステンレス線材を芯軸にして、その両端をキャップ本体１９の軸
受部２４（図３参照）に回転自在に軸支する。このブラシ２０の周面下半側と対向するキ
ャップ本体１９の前後壁には、通水口２１が上下に位置ずれする状態で開口している。
【００３０】
蓋開閉具は、図１に示すごとく前後の蓋２２から内方に向けて片持ち状に一体形成した受
動片２６と、受動片２６の先端どうしを連結して蓋閉じ方向へ変位付勢するためのばね部
材２７と、受動片２６をばね部材２７の付勢力に抗して蓋開放方向へ変位操作する操作具
２８とからなる。前側の受動片２６は前面側の蓋２２の左右両側端の上部に形成してあり
、後ろ側の受動片２６は後面側の蓋２２の左右両側端の下部に形成してあり、各蓋２２か
ら両受動片２６・２６をこれらの先端どうしが前後対向状になるよう突設する。キャップ
本体１９に固定した軸３１に各受動片２６の突出基端を軸支することにより、各蓋２２が
軸３１まわりに揺動可能に支持されており、これで前後の通水口２１をそれぞれ開閉でき
る。但し、各蓋２２の軸支位置は上下に異なるので、一方（前側）の蓋２２の上端側がキ
ャップ外面へ突出揺動するとき、他方（後ろ側）の蓋２２の下端側がキャップ内面へ揺動
して、それぞれ通水口２１を開放する。
【００３１】
操作部２８はかみそりヘッド４側に設ける。この実施例では、ヘッドフレーム５の左右の
突端部５ａを操作具２８に利用して、これで左右に位置する前後の両受動片２６を同時に
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突き上げ操作できるようにした。つまり、キャップ本体１９をかみそりヘッド４に装着す
ると、突端部５ａが前後の受動片２６に接当し、これをばね部材２７の付勢力に抗して上
方へ突き上げる。
【００３２】
以上のように構成したキャップＣは、常態においては外刃ホルダー１０に装着されて、外
刃保護用のキャップとして使用する。この状態では、図４に示すようにキャップ本体１９
の開口下端面が外刃ホルダー１０の基端周壁１８の段落ち面で受け止められるので、先の
受動片２６が外刃ホルダー１０と接当することはなく、従って前後の各蓋２２がばね部材
２７の弾発力で閉じ状態に保持される。
【００３３】
内刃６を水洗い清掃する場合には、外刃ホルダー１０をかみそりヘッド４から取り外して
、内刃６を剥き出しにした後、キャップＣをかみそりヘッド４に装着する。このときのキ
ャップ本体１９の装着穴２３は、外刃ホルダー１０の第２嵌合部１７に係合した状態に比
べて、位置差寸法ｈの分だけ下方の第１嵌合部１２に深く係合する。そのため、受動片２
６がヘッドフレーム５の突端部５ａ（操作具２８）で突き上げられて上方振動し、この変
位によって前後の蓋２２が開き操作される（図１参照）。また、ブラシ２０の下側周面が
内刃６に接する。
【００３４】
上記の状態で、一方の通水口２１から流水をキャップ本体１９内へ流し込みながら、スイ
ッチノブ８をオン操作して、内刃６を回転駆動すると、同時にブラシ２０が内刃６の回転
力を受けて、一部スリップしながら勢いよく回転する。このとき、ブラシ毛と内刃６の周
面との相対摺動によって、刃溝や刃先等に付着の毛屑や皮脂等が掃き落とされる。
【００３５】
かみそりヘッド４に嵌着したキャップ本体１９には、ばね部材２７の弾発力と内刃６の回
転力、つまりかみそりヘッド４から抜け出る向きの力が作用する。この力に対抗して、キ
ャップ本体１９の装着状態を維持するために、キャップ本体１９の前後壁の開口下端側の
内面左右には、図１および図２に示すごとく装着穴２３の間に係合爪３３を突設し、さら
に第１嵌合部１２の前後面の基端部に係合爪３３と係合する受部３４を設けている。係合
爪３３は、キャップ本体１９の前後面壁が撓み変形することによって、受部３４に係脱で
きる。
【００３６】
内刃６の水洗い清掃時に、内刃６に付着の水は、内刃６の回転力を受けて、回転方向下手
側に位置する通水口２１から勢いよく外に噴出しようとする。しかし、内刃６の周面から
飛び散った水は、蓋２２に当たって向きを変え、キャップ本体１９の端部外面側へ向って
飛ぶ。つまり本体部３から遠ざかる向きに排出される。従って、洗浄時に通水口２１から
跳ね出る水が使用者に散り掛かるのをよく防止できる。
【００３７】
内刃６の水洗い清掃は、かみそりヘッド４あるいは電気かみそりの全体を水中に浸した状
態で行ってもよい。この場合には、キャップ本体１９の前後面壁に２個の通水口２１が開
口しているだけなので、キャップ内の空気が完全に抜け出るのにある程度の時間が掛かる
。そのため、空気が抜け切るまでの間は、水と空気とが内刃６とブラシ２０との回転力を
受けて攪拌される。このときの空気の泡の破裂衝撃で内刃６やブラシ２０の隅部等に付着
した汚れを除去することができる。水中から取り出した後も、内刃６を引き続き回転駆動
することにより、キャップ内の水が抜け出るまでの間は、同様にして空気の泡による清掃
を行える。
【００３８】
清掃終了後には、空気中で内刃６を回転駆動することにより、内刃６およびブラシ２０の
水気を切って、これらの乾燥を促進すればよい。この後に、外刃ホルダー１０をキャップ
Ｃと換装したうえで、キャップＣを外刃ホルダー１０に再装着して収納保管する。キャッ
プ本体１９をかみそりヘッド４から取り外すと、ばね部材２７が働いて蓋２２を閉じ状態
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に戻して通水口２１を閉止できる。
【００３９】
図５はキャップＣに関する本発明の第２実施例を示しており、前後の受動変２６をＶ字状
のばね部材２７で一体に連結し、このばね部材２７をヘッドフレーム５の突端部５ａで突
き上げて、蓋２２を開放できるようにした。なお、先の第１実施例と同等の部材には同じ
符号を付して、その説明を省略する。以下の別実施例においても同じとする。
【００４０】
図６はキャップＣに関する本発明の第３実施例を示しており、前後の蓋２２の上端寄りを
軸３１でそれぞれ軸支して、Ｖ字状の前記ばね部材２７がヘッドフレーム５の突端部５ａ
で突き上げ操作されたとき、前後の蓋２２がそれぞれキャップ内面側へ揺動して通水口２
１を開放できるようにした。このキャップＣによれば、蓋２２をキャップ本体１９の外郭
線の内側に常時位置させることができるので、電気かみそりを取り落とすようなことがあ
っても、蓋２２が落下衝撃を受けて破損するのをよく防止できる。
【００４１】
図７はキャップＣに関する本発明の第４実施例を示しており、断面コ字形の受動片２６を
キャップ本体１９に上下スライド自在に案内支持し、前後の蓋２２の両側端どうしを受動
片２６で繋いで蓋２２と受動片２６とを一体化する。そして受動片２６は、左右一対の圧
縮コイル形のばね部材２７で押し下げ付勢してある。蓋２２の下半側には、通水口２１と
同じ形状の通口２２ａを形成してあり、受動片２６がヘッドフレーム５の突端部５ａでば
ね部材２７に抗して突き上げ操作されたとき、通口２２ａが通水口２１の内面に位置する
ようにしてある。
【００４２】
上記の実施例においては、キャップＣと外刃ホルダー１０を換装するときの位置差寸法ｈ
を利用してブラシ２０を内刃６に外接させ、同時に蓋２２を操作具２８で開放操作したが
その必要はない。図８および図９は第５実施例を示しており、かみそりヘッド４にキャッ
プロック４０を設け、外刃ホルダー１０がかみそりヘッド４に装着されている状態と、外
刃ホルダー１０をかみそりヘッド４から取り外した状態とで、キャップロック４０の状態
を切り換え、これによりキャップＣのかみそりヘッド４に対する係合深さを変えて、ブラ
シ２０を内刃６に外接させ、同時に蓋２２を開放操作することができる。
【００４３】
キャップロック４０は、外刃１０用の第１嵌合部１２の両側外面に配置されるカバー４１
と、カバー４１で出退スライド自在に支持したロック片４２と、ロック片４２をカバー内
方へ退入付勢するばね４３とからなる。ロック片４２の内端には、外刃ホルダー１０の側
端壁と接当して、ばね４３の付勢力に抗してカバー外方へ押し出し操作されるカム片４４
が設けてある。外刃ホルダー１０を第１嵌合部１２に装着すると、ロック片４２の外端の
係合部４５がカバー４１の外面に突出する。そのため、キャップ本体１９をかみそりヘッ
ド４に装着すると、その両側下端に設けた切欠４６がロック片４２で受け止め係合されて
、上方の防護位置に保持される。
【００４４】
しかし、外刃ホルダー１０をかみそりヘッド４から取り外すと、ロック片４２がばね４３
の付勢力を受けてカバー内へ退入するので、キャップ本体１９は、図９に示すように、防
護位置より下方の清掃位置にまで深く係合される。この係合位置の違いでブラシ２０を内
刃６に外接させ、同時に蓋２２を操作具２８で開放操作する。なお、この実施例において
は、先の実施例で説明した蓋開閉具を適用できる。
【００４５】
上記の実施例においては、キャップＣをかみそりヘッド４に装着する動作を利用して、蓋
２２を蓋開閉具で開放操作するようにしたが、蓋開閉具は手動で切り換え操作して蓋２２
を開閉してもよい。例えば、図１０の第６実施例に示すごとく、キャップ本体１９の外面
に断面門形のスライドキャップ（蓋開閉具）３５を上下スライド自在に装着し、その前後
壁の一部を蓋２２に利用して、蓋２２の下側に通口２２ｂを設ける。スライドキャップ３
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５をキャップ本体１９の上方へ手動でスライド操作すると、通口２２ｂが通水口２１の外
面に位置して水を内部に導入できる。逆にスライドキャップ３５を下方にスライド操作し
て、その上壁をキャップ本体１９の上壁面に密着させると、通水口２１を蓋２２で閉止で
きる。なおスライドキャップ３５は開状態と閉状態とにおいて、それぞれ図外の弾性係合
手段で位置保持できるようにしてもよく、この場合は前記ばね部材２７を省略することが
できる。
【００４６】
上記以外に本発明は、往復動形の内刃を備えた電気かみそりや、縦軸まわりに回転する内
刃を備えた電気かみそりにも適用できる。ブラシ２０は必ずしも回転する必要はなく、キ
ャップ本体１９側に固定支持してあってもよい。
【００４７】
【発明の効果】
本発明のキャップＣは、外刃ホルダー１０とかみそりヘッド４とに対してキャップ本体１
９を択一的に装着可能としたうえで、キャップ本体１９に設けた通水口２１を蓋開閉具で
操作される蓋２２によって開閉できるようにした。これによりクリーニング機能と、外刃
保護機能を兼ね備えたキャップＣが得られる。キャップＣはかみそりヘッド４に常装した
状態で保管しておけるので、その紛失を危惧することもなく、必要時にキャップＣを用い
て内刃６を水洗い清掃できる。
【００４８】
キャップ本体１９のかみそりヘッド４への装着動作を利用して、蓋２２を蓋開閉具で開放
できるようにすると、キャップＣを外刃ホルダー１０と換装するだけで蓋２２を開放でき
、しかもキャップＣをかみそりヘッド４から取り外すだけで蓋２２を閉じることができる
ので、水洗い清掃を行うごとに蓋２２を開閉する手間が省ける。
【図面の簡単な説明】
【図１】水洗い時のキャップの縦断側面図である。
【図２】外刃ホルダーを取り外した状態での電気かみそりの正面図である。
【図３】キャップの正面図である。
【図４】外刃保護時のキャップの縦断側面図である。
【図５】第２実施例の縦断側面図である。
【図６】第３実施例の縦断側面図である。
【図７】第４実施例の縦断側面図である。
【図８】第５実施例の縦断正面図である。
【図９】第５実施例における水洗い時のキャップの縦断正面図である。
【図１０】第６実施例の縦断側面図である。
【符号の説明】
４　かみそりヘッド
５　ヘッドフレーム
５ａ 突端部
６　内刃
１０　外刃ホルダー
１２　第１嵌合部
１７　第２嵌合部
１９ キャップ本体
２０ ブラシ
２１ 通水口
２２ 蓋
２３ 装着穴
２６ 受動片
２７　ばね部材
Ｃ キャップ
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